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牛窓海水浴場等利用者へ啓発活動を実施します 
 

 平素は、市行政推進に格別のご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 このたび、瀬戸内市牛窓海水浴場及び西脇海岸の利用者に対し、海岸の適正な利用につい

て啓発活動を実施します。 

 これは夏季期間中の遊泳者等と水上オートバイ利用者等に対し、海域の安全な利用を求め

事故等の未然防止を図ることを目的に関係機関が合同により実施するものです。 

 

記 

 

１．日 時  ①令和６年７月１３日(土) １０時００分から（牛窓海水浴場→西脇海岸） 

        ※１０時から開催される海開き神事終了後開始 

       ②令和６年７月２１日(日) １０時００分から（牛窓海水浴場→西脇海岸） 

       ③令和６年７月２８日(日) １０時００分から（牛窓海水浴場→西脇海岸） 

※関係機関の全てが参加できない日もあります。 

※雨天の場合は中止します。（中止の決定：午前８時） 

なお、台風接近時（警報発令の見込みがある場合等）には、数日前に 

中止の決定をする場合があります。） 

 

２．当日の流れ 

【７月１３日】 

①午前９時３０分集合（瀬戸内市役所牛窓支所駐車場：瀬戸内市牛窓町牛窓 4911 番地） 

②午前９時４０分現地（海開き神事終了後、啓発活動開始） 

 【７月２１日、７月２８日】 

①午前９時５０分集合（瀬戸内市役所牛窓支所駐車場：瀬戸内市牛窓町牛窓 4911 番地） 

②午前１０時現地（啓発活動開始） 

 

３．関係機関 瀬戸内市 

       瀬戸内警察署 

       岡山県備前県民局 

       玉野海上保安部 

総務部危機管理課 

担 当 者 主事  石 田 敬 介 

電 話 番 号 0869-22-3904（直通） 
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